
1
/
1
3
 
 

新
旧
対
照
表 

○
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

改
正
後 

改
正
前 

千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

規
則
第
四
十
九
号

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

規
則
第
四
十
九
号

改
正 

平
成
二
三
年 
三
月
一
一
日
規
則
第

一
二
号 

 
 

 
 

改
正 

平
成
二
三
年 

三
月
一
一
日
規
則
第

一
二
号 

 
 

 

千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

□
趣
旨
□ 

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
□
平
成
二
十

二
年
千
葉
県
条
例
第
四
号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
□
平
成
二
十

二
年
千
葉
県
条
例
第
四
号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

□
条
例
第
二
条
第
二
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
要
件
□ 

□
条
例
第
二
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
要
件
□ 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
二
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
□
道
路
□
路
肩
部
分
及
び
屈
曲

部
又
は
待
避
所
と
し
て
必
要
な
拡
幅
部
分
を
除
く
□
□
の
幅
員
が
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る

こ
と
と
す
る
□ 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
□
道
路
□
路
肩
部
分
及
び
屈
曲
部

又
は
待
避
所
と
し
て
必
要
な
拡
幅
部
分
を
除
く
□
□
の
幅
員
が
三
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
こ

と
と
す
る
□ 

□
標
識
の
掲
示
□ 

□
標
識
の
掲
示
□ 

第
三
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
の
様
式
は
□
林
地
開
発
行
為
許
可
済
標
識

□
別
記
第
一
号
様
式
□
と
す
る
□ 

第
三
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
の
様
式
は
□
林
地
開
発
行
為
許
可
済
標
識

□
別
記
第
一
号
様
式
□
と
す
る
□ 

２ 

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
□ 

２ 

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
□ 

一 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可

□
以
下
□
許
可
□
と
い
う
□
□
の
年
月
日
及
び
番
号 

一 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可

□
以
下
□
許
可
□
と
い
う
□
□
の
年
月
日
及
び
番
号 

二 

林
地
開
発
行
為
の
目
的
並
び
に
そ
の
事
業
の
名
称
及
び
期
間 

二 

林
地
開
発
行
為
の
目
的
並
び
に
そ
の
事
業
の
名
称
及
び
期
間 

三 

林
地
開
発
区
域
内
の
所
在
場
所
及
び
面
積 

三 

林
地
開
発
区
域
内
の
所
在
場
所
及
び
面
積 

四 

許
可
を
受
け
た
者
□
以
下
□
事
業
者
□
と
い
う
□
□
の
住
所
及
び
連
絡
先
の
電
話
番

号
並
び
に
法
人
に
あ
□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

四 

許
可
を
受
け
た
者
□
以
下
□
事
業
者
□
と
い
う
□
□
の
住
所
及
び
連
絡
先
の
電
話
番

号
並
び
に
法
人
に
あ
□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

五 

工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
□
住
所
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人
に
あ

□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

五 
工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
□
住
所
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人
に
あ

□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

六 

林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
状
況
の
概
略
図 

六 

林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
状
況
の
概
略
図 

□
境
界
の
明
示
□ 

□
境
界
の
明
示
□ 

第
四
条 

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
表
示
は
□
境
界
に
赤
色

の
杭
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
□ 

第
四
条 

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
表
示
は
□
境
界
に
赤
色

の
杭
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
□ 
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□
着
手
の
届
出
□ 

□
着
手
の
届
出
□ 

第
五
条 

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
着
手
届
□
別
記
第
二
号
様

式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
五
条 

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
着
手
届
□
別
記
第
二
号
様

式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

森
林
法
施
行
細
則
□
平
成
二
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
八
号
□
以
下
□
細
則
□
と

い
う
□
□
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

一 

森
林
法
施
行
細
則
□
平
成
二
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
八
号
□
以
下
□
細
則
□
と

い
う
□
□
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

二 

林
地
開
発
行
為
許
可
済
標
識
の
写
真 

二 

林
地
開
発
行
為
許
可
済
標
識
の
写
真 

三 

林
地
開
発
行
為
許
可
済
標
識
の
位
置
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
杭
の
位
置
及
び
当
該

杭
を
識
別
す
る
た
め
に
付
し
た
番
号
を
明
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し

た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

三 

林
地
開
発
行
為
許
可
済
標
識
の
位
置
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
杭
の
位
置
及
び
当
該

杭
を
識
別
す
る
た
め
に
付
し
た
番
号
を
明
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し

た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

□
施
行
状
況
の
報
告
□ 

□
施
行
状
況
の
報
告
□ 

第
六
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
□
毎
年
三
月
三
十
一
日
□
以
下
□
基

準
日
□
と
い
う
□
□
現
在
の
施
行
の
状
況
を
□
当
該
年
の
四
月
十
日
ま
で
に
林
地
開
発
行

為
施
行
状
況
報
告
書
□
別
記
第
三
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□
た

だ
し
□
許
可
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
が
三
月
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
年
の
基
準
日

現
在
に
係
る
報
告
に
あ
□
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

第
六
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
□
毎
年
三
月
三
十
一
日
□
以
下
□
基

準
日
□
と
い
う
□
□
現
在
の
施
行
の
状
況
を
□
当
該
年
の
四
月
十
日
ま
で
に
林
地
開
発
行

為
施
行
状
況
報
告
書
□
別
記
第
三
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□
た

だ
し
□
許
可
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
が
三
月
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
年
の
基
準
日

現
在
に
係
る
報
告
に
あ
□
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

二 

現
況
写
真 

二 

現
況
写
真 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

四 

当
該
届
出
書
の
基
準
日
ま
で
に
着
手
し
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
そ
の
理
由
を
記
し

た
書
類 

四 

当
該
届
出
書
の
基
準
日
ま
で
に
着
手
し
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
そ
の
理
由
を
記
し

た
書
類 

□
防
災
施
設
の
施
行
状
況
の
届
出
等
□ 

□
防
災
施
設
の
施
行
状
況
の
届
出
等
□ 

第
七
条 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
防
災
施
設
と
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

設
と
す
る
□ 

第
七
条 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
防
災
施
設
と
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

設
と
す
る
□ 

一 

調
節
池
及
び
浸
透
池 

一 
調
節
池
及
び
浸
透
池 

二 

主
要
な
排
水
路
及
び
導
水
路 

二 
主
要
な
排
水
路
及
び
導
水
路 

三 

擁
壁
□
高
さ
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
□
□ 

三 

擁
壁
□
高
さ
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
□
□ 

四 

え
ん
堤 

四 

え
ん
堤 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
□
主
要
な
防
災
施
設
と
し
て
知
事
が
林
地
開
発
行
為

ご
と
に
指
定
す
る
も
の 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
□
主
要
な
防
災
施
設
と
し
て
知
事
が
林
地
開
発
行
為

ご
と
に
指
定
す
る
も
の 
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２ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
防
災
施
設
ご
と
の
工
事
が
完
了
し
た
と

き
に
□
そ
の
都
度
□
林
地
開
発
行
為
施
行
状
況
□
防
災
施
設
関
係
□
届
□
別
記
第
四
号
様

式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
防
災
施
設
ご
と
の
工
事
が
完
了
し
た
と

き
に
□
そ
の
都
度
□
林
地
開
発
行
為
施
行
状
況
□
防
災
施
設
関
係
□
届
□
別
記
第
四
号
様

式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

工
事
の
出
来
形
図 

一 

工
事
の
出
来
形
図 

二 

施
工
の
状
況
が
把
握
で
き
る
写
真 

二 

施
工
の
状
況
が
把
握
で
き
る
写
真 

□
植
栽
の
施
行
状
況
の
届
出
□ 

□
植
栽
の
施
行
状
況
の
届
出
□ 

第
八
条 

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
施
行
状
況
□
植
栽

関
係
□
届
□
別
記
第
五
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
八
条 

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
施
行
状
況
□
植
栽

関
係
□
届
□
別
記
第
五
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

工
事
の
出
来
形
図 

一 

工
事
の
出
来
形
図 

二 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
緑
化
計
画
書 

二 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
緑
化
計
画
書 

三 

植
栽
の
基
盤
に
係
る
施
行
の
状
況
が
把
握
で
き
る
写
真 

三 

植
栽
の
基
盤
に
係
る
施
行
の
状
況
が
把
握
で
き
る
写
真 

四 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

四 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

□
変
更
の
届
出
□ 

□
変
更
の
届
出
□ 

第
九
条 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
変
更
届
□
別
記
第
六
号
様

式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
九
条 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
変
更
届
□
別
記
第
六
号
様

式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
細
則
第
二
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち

変
更
の
内
容
に
係
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
細
則
第
二
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち

変
更
の
内
容
に
係
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

□
休
廃
止
の
届
出
□ 

□
休
廃
止
の
届
出
□ 

第
十
条 

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
休
止
□
廃
止
□
届

□
別
記
第
七
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
条 

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
休
止
□
廃
止
□
届

□
別
記
第
七
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 
一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

二 

工
事
の
出
来
形
図 

二 
工
事
の
出
来
形
図 

三 

現
況
写
真 

三 
現
況
写
真 

四 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

四 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

五 

休
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
施
設
□
以
下

□
特
定
防
災
施
設
□
と
い
う
□
□
に
係
る
維
持
管
理
に
係
る
計
画
書 

五 

休
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
施
設
□
以
下

□
特
定
防
災
施
設
□
と
い
う
□
□
に
係
る
維
持
管
理
に
係
る
計
画
書 
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六 

廃
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
森
林
の
復
元
措
置
を
示
し
た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上

の
図
面
並
び
に
細
則
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
利
用
計
画
明
細
書
及
び

同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
森
林
調
書 

六 

廃
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
森
林
の
復
元
措
置
を
示
し
た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上

の
図
面
並
び
に
細
則
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
利
用
計
画
明
細
書
及
び

同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
森
林
調
書 

□
再
開
の
届
出
□ 

□
再
開
の
届
出
□ 

第
十
一
条 
条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
再
開
届
□
別
記

第
八
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
一
条 

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
再
開
届
□
別
記

第
八
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

二 

現
況
写
真 

二 

現
況
写
真 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

□
完
了
の
届
出
□ 

□
完
了
の
届
出
□ 

第
十
二
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
完
了
届
□
別

記
第
九
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
二
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
完
了
届
□
別

記
第
九
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

一 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

二 

工
事
の
完
成
後
の
現
況
写
真 

二 

工
事
の
完
成
後
の
現
況
写
真 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

四 

特
定
防
災
施
設
の
完
成
後
の
平
面
図 

四 

特
定
防
災
施
設
の
完
成
後
の
平
面
図 

五 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
利
用
計
画
明
細
書 

五 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
利
用
計
画
明
細
書 

六 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
森
林
調
書 

六 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
森
林
調
書 

□
承
継
の
届
出
□ 

□
承
継
の
届
出
□ 

第
十
三
条 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
許
可
承
継
届

□
別
記
第
十
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
三
条 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
林
地
開
発
行
為
許
可
承
継
届

□
別
記
第
十
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 
２ 
前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

承
継
に
係
る
林
地
開
発
区
域
内
の
土
地
の
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類 

一 
承
継
に
係
る
林
地
開
発
区
域
内
の
土
地
の
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類 

二 

事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

二 
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

三 

事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
書
類 

三 

事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
書
類 

イ 

個
人
で
あ
る
場
合 

住
民
票
の
写
し 

イ 

個
人
で
あ
る
場
合 

住
民
票
の
写
し 

ロ 

法
人
で
あ
る
場
合 

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

法
人
で
あ
る
場
合 

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書 
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ハ 

法
人
で
な
い
団
体
で
あ
る
場
合 

代
表
者
の
氏
名
及
び
規
約
そ
の
他
当
該
団
体
の

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
定
め
を
記
載
し
た
書
類 

ハ 

法
人
で
な
い
団
体
で
あ
る
場
合 

代
表
者
の
氏
名
及
び
規
約
そ
の
他
当
該
団
体
の

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
定
め
を
記
載
し
た
書
類 

□
災
害
等
の
報
告
□ 

□
災
害
等
の
報
告
□ 

第
十
四
条 
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
□
林
地
開
発
行
為
災
害
等
報
告

書
□
別
記
第
十
一
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
四
条 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
□
林
地
開
発
行
為
災
害
等
報
告

書
□
別
記
第
十
一
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

災
害
等
の
状
況
及
び
応
急
措
置
の
状
況
の
写
真 

一 

災
害
等
の
状
況
及
び
応
急
措
置
の
状
況
の
写
真 

二 

災
害
等
の
状
況
□
復
旧
に
係
る
計
画
の
内
容
等
を
明
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計

画
を
明
示
し
た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

二 

災
害
等
の
状
況
□
復
旧
に
係
る
計
画
の
内
容
等
を
明
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計

画
を
明
示
し
た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

三 

特
定
防
災
施
設
に
係
る
計
画
の
平
面
図
又
は
完
成
後
の
平
面
図 

三 

特
定
防
災
施
設
に
係
る
計
画
の
平
面
図
又
は
完
成
後
の
平
面
図 

四 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

四 

細
則
第
二
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
工
程
表 

□
公
表
□ 

□
公
表
□ 

第
十
五
条 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利
用
し

て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
五
条 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利
用
し

て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

□
公
表
す
べ
き
事
項
□ 

□
公
表
す
べ
き
事
項
□ 

第
十
六
条 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
□ 

第
十
六
条 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
□ 

一 

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実 

一 

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実 

二 

林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業 

二 

林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業 

三 

林
地
開
発
区
域
の
所
在
場
所 

三 

林
地
開
発
区
域
の
所
在
場
所 

四 

許
可
を
受
け
な
い
で
林
地
開
発
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
日
又
は
許
可
の

取
消
し
若
し
く
は
命
令
を
し
た
日 

四 

許
可
を
受
け
な
い
で
林
地
開
発
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
日
又
は
許
可
の

取
消
し
若
し
く
は
命
令
を
し
た
日 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
届
出
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
届
出
□ 

第
十
七
条 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
当
該
小
規
模
林
地
開
発
行
為

を
開
始
す
る
日
前
九
十
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
間
に
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
届
出
書

□
別
記
第
十
二
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
七
条 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
当
該
小
規
模
林
地
開
発
行
為

を
開
始
す
る
日
前
九
十
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
間
に
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
届
出
書

□
別
記
第
十
二
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□
た
だ
し
□
第
三
号
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事

業
の
内
容
に
よ
り
必
要
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
そ
の
一
部
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 
前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□
た
だ
し
□
第
三
号
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事

業
の
内
容
に
よ
り
必
要
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
そ
の
一
部
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

位
置
図 

一 

位
置
図 

二 

区
域
図 

二 

区
域
図 

三 

次
に
掲
げ
る
計
画
書 

三 

次
に
掲
げ
る
計
画
書 
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イ 

事
業
計
画
概
要
説
明
書
□
別
記
第
十
三
号
様
式
□ 

イ 

事
業
計
画
概
要
説
明
書
□
別
記
第
十
三
号
様
式
□ 

ロ 

土
地
利
用
計
画
明
細
書
□
別
記
第
十
四
号
様
式
□ 

ロ 

土
地
利
用
計
画
明
細
書
□
別
記
第
十
四
号
様
式
□ 

ハ 
土
地
利
用
計
画
平
面
図 

ハ 

土
地
利
用
計
画
平
面
図 

ニ 
森
林
調
書
□
別
記
第
十
五
号
様
式
□ 

ニ 

森
林
調
書
□
別
記
第
十
五
号
様
式
□ 

ホ 

求
積
図 

ホ 

求
積
図 

ヘ 

防
災
施
設
等
計
画
平
面
図 

ヘ 

防
災
施
設
等
計
画
平
面
図 

ト 

切
土
盛
土
計
画
平
面
図 

ト 

切
土
盛
土
計
画
平
面
図 

チ 

計
画
縦
横
断
図 

チ 

計
画
縦
横
断
図 

リ 

土
量
計
算
書 

リ 

土
量
計
算
書 

ヌ 

流
域
現
況
図 

ヌ 

流
域
現
況
図 

ル 

排
水
施
設
計
画
平
面
図 

ル 

排
水
施
設
計
画
平
面
図 

ヲ 

防
災
施
設
等
設
計
図 

ヲ 

防
災
施
設
等
設
計
図 

ワ 

防
災
施
設
等
設
計
根
拠
資
料
□
擁
壁
□
え
ん
堤
□
排
水
路
□
調
節
池
そ
の
他
の
防

災
施
設
並
び
に
導
水
路
及
び
貯
水
池
□
以
下
□
防
災
施
設
等
□
と
い
う
□
□
の
構
造

及
び
規
格
に
係
る
計
算
書
□
擁
壁
□
え
ん
堤
及
び
盛
土
に
係
る
安
定
計
算
書
□
排
水

路
及
び
導
水
路
に
係
る
流
量
計
算
書
□
え
ん
堤
及
び
調
節
池
に
係
る
洪
水
調
節
容
量

計
算
書
そ
の
他
の
防
災
施
設
等
の
設
計
の
根
拠
を
示
し
た
基
礎
資
料
を
い
う
□
□ 

ワ 

防
災
施
設
等
設
計
根
拠
資
料
□
擁
壁
□
え
ん
堤
□
排
水
路
□
調
節
池
そ
の
他
の
防

災
施
設
並
び
に
導
水
路
及
び
貯
水
池
□
以
下
□
防
災
施
設
等
□
と
い
う
□
□
の
構
造

及
び
規
格
に
係
る
計
算
書
□
擁
壁
□
え
ん
堤
及
び
盛
土
に
係
る
安
定
計
算
書
□
排
水

路
及
び
導
水
路
に
係
る
流
量
計
算
書
□
え
ん
堤
及
び
調
節
池
に
係
る
洪
水
調
節
容
量

計
算
書
そ
の
他
の
防
災
施
設
等
の
設
計
の
根
拠
を
示
し
た
基
礎
資
料
を
い
う
□
□ 

カ 

森
林
現
況
図 

カ 

森
林
現
況
図 

ヨ 

緑
化
計
画
図 

ヨ 

緑
化
計
画
図 

タ 

緑
化
仕
様
図 

タ 

緑
化
仕
様
図 

レ 

工
程
表
□
別
記
第
十
六
号
様
式
□ 

レ 

工
程
表
□
別
記
第
十
六
号
様
式
□ 

ソ 

建
築
物
そ
の
他
の
構
造
物
の
概
要
図 

ソ 

建
築
物
そ
の
他
の
構
造
物
の
概
要
図 

ツ 

地
番
一
覧
表
□
別
記
第
十
七
号
様
式
□ 

ツ 

地
番
一
覧
表
□
別
記
第
十
七
号
様
式
□ 

ネ 

公
図
集
合
図 

ネ 

公
図
集
合
図 

ナ 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ナ 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

四 

小
規
模
林
地
開
発
区
域
に
つ
い
て
当
該
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
施
行
の
妨
げ
と
な

る
権
利
を
有
す
る
者
の
相
当
数
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
次
に

掲
げ
る
も
の 

四 

小
規
模
林
地
開
発
区
域
に
つ
い
て
当
該
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
施
行
の
妨
げ
と
な

る
権
利
を
有
す
る
者
の
相
当
数
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
次
に

掲
げ
る
も
の 

イ 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
同
意
書
□
別
記
第
十
八
号
様
式
□ 
イ 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
同
意
書
□
別
記
第
十
八
号
様
式
□ 

ロ 

イ
の
書
類
に
よ
り
同
意
を
し
た
者
の
印
鑑
登
録
証
明
書 

ロ 
イ
の
書
類
に
よ
り
同
意
を
し
た
者
の
印
鑑
登
録
証
明
書 

ハ 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業
の
区
域
□
以
下
□
小
規
模
事
業
区

域
□
と
い
う
□
□
内
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書 

ハ 
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業
の
区
域
□
以
下
□
小
規
模
事
業
区

域
□
と
い
う
□
□
内
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書 

五 

届
出
者
が
□
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類 

五 

届
出
者
が
□
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類 

イ 

法
人
で
あ
る
場
合 

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書 

イ 

法
人
で
あ
る
場
合 

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書 
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ロ 

法
人
で
な
い
団
体
で
あ
る
場
合 

代
表
者
の
氏
名
及
び
規
約
そ
の
他
当
該
団
体
の

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
定
め
を
記
載
し
た
書
類 

ロ 

法
人
で
な
い
団
体
で
あ
る
場
合 

代
表
者
の
氏
名
及
び
規
約
そ
の
他
当
該
団
体
の

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
定
め
を
記
載
し
た
書
類 

３ 
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
位
置
図
□
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
図
並
び
に
同
項
第
三
号

ハ
□
ホ
か
ら
ト
ま
で
□
ル
□
カ
□
ヨ
及
び
ネ
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
□
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
明
示
し
た
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
縮

尺
以
上
の
図
面
と
す
る
□ 

３ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
位
置
図
□
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
図
並
び
に
同
項
第
三
号

ハ
□
ホ
か
ら
ト
ま
で
□
ル
□
カ
□
ヨ
及
び
ネ
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
□
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
明
示
し
た
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
縮

尺
以
上
の
図
面
と
す
る
□ 

 

図
面
の
種
類 

事
項 

縮
尺 

 
 

図
面
の
種
類 

事
項 

縮
尺 

 

 

位
置
図 
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
森
林
の
位
置 

二
万
五
千
分
の

一 

 
 

位
置
図 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
森
林
の
位
置 

二
万
五
千
分
の

一 

 

 

区
域
図 

小
規
模
事
業
区
域
□
小
規
模
林
地
開
発
区

域
□
小
規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
隣
接
の
地

域
に
お
け
る
市
町
村
の
名
称
及
び
境
界
□
市

町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の
名
称
及
び
境

界
並
び
に
土
地
の
地
番
及
び
筆
界
並
び
に
小

規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
隣
接
の
地
域
に
お

け
る
地
形
□
住
宅
□
農
地
及
び
道
路
□
河

川
□
水
路
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施

設 

三
千
分
の
一 
 

 

区
域
図 

小
規
模
事
業
区
域
□
小
規
模
林
地
開
発
区

域
□
小
規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
隣
接
の
地

域
に
お
け
る
市
町
村
の
名
称
及
び
境
界
□
市

町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の
名
称
及
び
境

界
並
び
に
土
地
の
地
番
及
び
筆
界
並
び
に
小

規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
隣
接
の
地
域
に
お

け
る
地
形
□
住
宅
□
農
地
及
び
道
路
□
河

川
□
水
路
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施

設 

三
千
分
の
一 

 

 

土
地
利
用
計
画

平
面
図 

小
規
模
事
業
区
域
□
小
規
模
林
地
開
発
区

域
□
残
置
森
林
等
□
小
規
模
事
業
区
域
内
の

森
林
の
う
ち
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る

森
林
以
外
の
も
の
□
以
下
□
残
置
森
林
□
と

い
う
□
□
□
小
規
模
事
業
区
域
内
に
造
成
す

る
森
林
□
以
下
□
造
成
森
林
□
と
い
う
□
□

又
は
小
規
模
事
業
区
域
に
造
成
す
る
緑
地

□
以
下
□
造
成
緑
地
□
と
い
う
□
□
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
の
土
地
の
区
域
□
施
設

又
は
工
作
物
の
位
置
及
び
形
状
□
斜
面
の
傾

斜
方
向
□
小
段
の
位
置
そ
の
他
の
土
地
利
用

に
関
す
る
計
画 

三
千
分
の
一 

 
 

土
地
利
用
計
画

平
面
図 

小
規
模
事
業
区
域
□
小
規
模
林
地
開
発
区

域
□
残
置
森
林
等
□
小
規
模
事
業
区
域
内
の

森
林
の
う
ち
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る

森
林
以
外
の
も
の
□
以
下
□
残
置
森
林
□
と

い
う
□
□
□
小
規
模
事
業
区
域
内
に
造
成
す

る
森
林
□
以
下
□
造
成
森
林
□
と
い
う
□
□

又
は
小
規
模
事
業
区
域
に
造
成
す
る
緑
地

□
以
下
□
造
成
緑
地
□
と
い
う
□
□
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
の
土
地
の
区
域
□
施
設

又
は
工
作
物
の
位
置
及
び
形
状
□
斜
面
の
傾

斜
方
向
□
小
段
の
位
置
そ
の
他
の
土
地
利
用

に
関
す
る
計
画 

三
千
分
の
一 

 

 

求
積
図 

小
規
模
事
業
区
域
の
土
地
の
地
積
□
地
番
及

び
筆
界
並
び
に
残
置
森
林
等
の
土
地
の
区
域 

三
千
分
の
一 

 
 

求
積
図 

小
規
模
事
業
区
域
の
土
地
の
地
積
□
地
番
及

び
筆
界
並
び
に
残
置
森
林
等
の
土
地
の
区
域 

三
千
分
の
一 

 

 

防
災
施
設
等
計

画
平
面
図 

防
災
施
設
等
の
位
置
□
用
途
及
び
形
状 

三
千
分
の
一 

 
 

防
災
施
設
等
計

画
平
面
図 

防
災
施
設
等
の
位
置
□
用
途
及
び
形
状 

三
千
分
の
一 
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切
土
盛
土
計
画

平
面
図 

切
土
又
は
盛
土
の
形
態
別
の
施
工
に
係
る
区

域
□
土
量
及
び
工
法
並
び
に
土
を
運
搬
す
る

方
向 

三
千
分
の
一 

 
 

切
土
盛
土
計
画

平
面
図 

切
土
又
は
盛
土
の
形
態
別
の
施
工
に
係
る
区

域
□
土
量
及
び
工
法
並
び
に
土
を
運
搬
す
る

方
向 

三
千
分
の
一 

 

 

排
水
施
設
計
画

平
面
図 

排
水
施
設
の
位
置
□
種
類
□
形
状
□
材
質
□

規
格
□
こ
う
配
□
流
水
の
方
向
□
放
流
口
の

位
置
及
び
放
流
先
の
名
称
並
び
に
排
水
施
設

ご
と
の
集
水
区
域
の
境
界
及
び
面
積 

三
千
分
の
一 

 
 

排
水
施
設
計
画

平
面
図 

排
水
施
設
の
位
置
□
種
類
□
形
状
□
材
質
□

規
格
□
こ
う
配
□
流
水
の
方
向
□
放
流
口
の

位
置
及
び
放
流
先
の
名
称
並
び
に
排
水
施
設

ご
と
の
集
水
区
域
の
境
界
及
び
面
積 

三
千
分
の
一 

 

 

森
林
現
況
図 
林
種
□
林
齢
並
び
に
樹
種
及
び
樹
高 

三
千
分
の
一 

 
 

森
林
現
況
図 

林
種
□
林
齢
並
び
に
樹
種
及
び
樹
高 

三
千
分
の
一 

 

 

緑
化
計
画
図 

小
規
模
事
業
区
域
の
土
地
の
形
状
及
び
残
置

森
林
等
の
土
地
の
区
域 

三
千
分
の
一 

 
 

緑
化
計
画
図 

小
規
模
事
業
区
域
の
土
地
の
形
状
及
び
残
置

森
林
等
の
土
地
の
区
域 

三
千
分
の
一 

 

 

公
図
集
合
図 

小
規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
隣
接
の
地
域
に

お
け
る
土
地
の
地
番
及
び
筆
界 

三
千
分
の
一 

 
 

公
図
集
合
図 

小
規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
隣
接
の
地
域
に

お
け
る
土
地
の
地
番
及
び
筆
界 

三
千
分
の
一 

 

４ 

第
二
項
第
三
号
チ
□
ヌ
□
ヲ
□
タ
及
び
ソ
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
□
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
を
明
示
し
た
図
面
と
す
る
□ 

４ 

第
二
項
第
三
号
チ
□
ヌ
□
ヲ
□
タ
及
び
ソ
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
□
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
を
明
示
し
た
図
面
と
す
る
□ 

 

図
面
の
種
類 
事
項 

 
 

図
面
の
種
類 

事
項 

 

 

計
画
縦
横
断
図 

切
土
又
は
盛
土
を
す
る
前
後
の
土
地
の
形
状
□
寸
法
□
高
さ
□

こ
う
配
及
び
土
質
並
び
に
の
り
面
の
保
護
の
方
法 

 
 

計
画
縦
横
断
図 

切
土
又
は
盛
土
を
す
る
前
後
の
土
地
の
形
状
□
寸
法
□
高
さ
□

こ
う
配
及
び
土
質
並
び
に
の
り
面
の
保
護
の
方
法 

 

 

流
域
現
況
図 

流
域
の
地
形
□
土
地
利
用
の
実
態
□
河
川
の
状
況
及
び
河
川
等

の
管
理
者
名 

 
 

流
域
現
況
図 

流
域
の
地
形
□
土
地
利
用
の
実
態
□
河
川
の
状
況
及
び
河
川
等

の
管
理
者
名 

 

 

防
災
施
設
等
設

計
図 

防
災
施
設
等
の
規
格
□
寸
法
□
こ
う
配
□
材
料
及
び
名
称 

 
 

防
災
施
設
等
設

計
図 

防
災
施
設
等
の
規
格
□
寸
法
□
こ
う
配
□
材
料
及
び
名
称 

 

 

緑
化
仕
様
図 

造
成
森
林
の
場
合
に
あ
□
て
は
植
栽
に
係
る
一
ヘ
ク
タ
□
ル
当

た
り
の
樹
高
別
の
本
数
及
び
樹
種
□
造
成
緑
地
の
場
合
に
あ
□

て
は
種
子
吹
付
け
□
張
芝
そ
の
他
の
緑
化
の
方
法 

 
 

緑
化
仕
様
図 

造
成
森
林
の
場
合
に
あ
□
て
は
植
栽
に
係
る
一
ヘ
ク
タ
□
ル
当

た
り
の
樹
高
別
の
本
数
及
び
樹
種
□
造
成
緑
地
の
場
合
に
あ
□

て
は
種
子
吹
付
け
□
張
芝
そ
の
他
の
緑
化
の
方
法 

 

 

建
築
物
そ
の
他

の
構
造
物
の
概

要
図 

建
築
物
そ
の
他
の
構
造
物
に
係
る
敷
地
面
積
□
使
用
目
的
□
形

状
□
規
格
及
び
寸
法 

 
 

建
築
物
そ
の
他

の
構
造
物
の
概

要
図 

建
築
物
そ
の
他
の
構
造
物
に
係
る
敷
地
面
積
□
使
用
目
的
□
形

状
□
規
格
及
び
寸
法 

 

５ 

第
二
項
第
三
号
ロ
□
ニ
□
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
森
林
を
一
時
的
に
利
用
す

る
事
業
を
目
的
と
す
る
小
規
模
林
地
開
発
行
為
□
以
下
□
一
時
転
用
□
と
い
う
□
□
の
場

合
に
は
□
当
該
事
業
の
実
施
に
係
る
計
画
及
び
事
業
の
終
了
後
に
係
る
計
画
に
関
し
て
□

そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
ご
と
に
作
成
し
□
提
出
す
る
も
の
と
す
る
□ 

５ 
第
二
項
第
三
号
ロ
□
ニ
□
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
計
画
書
は
□
森
林
を
一
時
的
に
利
用
す

る
事
業
を
目
的
と
す
る
小
規
模
林
地
開
発
行
為
□
以
下
□
一
時
転
用
□
と
い
う
□
□
の
場

合
に
は
□
当
該
事
業
の
実
施
に
係
る
計
画
及
び
事
業
の
終
了
後
に
係
る
計
画
に
関
し
て
□

そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
ご
と
に
作
成
し
□
提
出
す
る
も
の
と
す
る
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
標
識
の
掲
示
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
標
識
の
掲
示
□ 

第
十
八
条 

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
識
の
様
式
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

届
出
済
標
識
□
別
記
第
十
九
号
様
式
□
と
す
る
□ 

第
十
八
条 

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
識
の
様
式
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

届
出
済
標
識
□
別
記
第
十
九
号
様
式
□
と
す
る
□ 
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２ 

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
□ 

２ 

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
□ 

一 
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
届
出
の
年
月
日 

一 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
届
出
の
年
月
日 

二 
小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
並
び
に
そ
の
事
業
の
名
称
及
び
そ
の
期
間 

二 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
並
び
に
そ
の
事
業
の
名
称
及
び
そ
の
期
間 

三 

小
規
模
林
地
開
発
区
域
の
所
在
場
所
及
び
面
積 

三 

小
規
模
林
地
開
発
区
域
の
所
在
場
所
及
び
面
積 

四 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
届
出
を
し
た
者
□
以
下
□
小
規
模
事
業
者
□
と
い
う
□
□

の
住
所
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人
に
あ
□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

四 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
届
出
を
し
た
者
□
以
下
□
小
規
模
事
業
者
□
と
い
う
□
□

の
住
所
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人
に
あ
□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

五 

工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人

に
あ
□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

五 

工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人

に
あ
□
て
は
□
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

六 

小
規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
周
辺
状
況
の
概
略
図 

六 

小
規
模
事
業
区
域
及
び
そ
の
周
辺
状
況
の
概
略
図 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
着
手
の
届
出
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
着
手
の
届
出
□ 

第
十
九
条 

条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
着
手
届
□
別

記
第
二
十
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
九
条 

条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
着
手
届
□
別

記
第
二
十
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

工
程
表 

一 

工
程
表 

二 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
届
出
済
標
識
の
写
真 

二 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
届
出
済
標
識
の
写
真 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
変
更
の
届
出
等
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
変
更
の
届
出
等
□ 

第
二
十
条 

条
例
第
二
十
条
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

以
外
の
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
条 

条
例
第
二
十
条
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

以
外
の
も
の
と
す
る
□ 

一 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
を
変
更
す
る
場
合 

一 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
を
変
更
す
る
場
合 

二 

小
規
模
林
地
開
発
区
域
を
変
更
す
る
場
合 

二 

小
規
模
林
地
開
発
区
域
を
変
更
す
る
場
合 

三 

小
規
模
事
業
区
域
を
変
更
す
る
場
合 

三 

小
規
模
事
業
区
域
を
変
更
す
る
場
合 

四 

残
置
森
林
等
の
区
域
を
変
更
す
る
場
合 

四 

残
置
森
林
等
の
区
域
を
変
更
す
る
場
合 

五 

特
定
防
災
施
設
を
新
設
し
□
廃
止
し
□
又
は
当
該
特
定
防
災
施
設
の
位
置
若
し
く
は

構
造
を
変
更
す
る
場
合 

五 

特
定
防
災
施
設
を
新
設
し
□
廃
止
し
□
又
は
当
該
特
定
防
災
施
設
の
位
置
若
し
く
は

構
造
を
変
更
す
る
場
合 

２ 

条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
変
更
届
□
別
記
第
二

十
一
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
変
更
届
□
別
記
第
二

十
一
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
第
十
七
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち
変

更
の
内
容
に
係
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 
前
項
の
届
出
書
に
は
□
第
十
七
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち
変

更
の
内
容
に
係
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
休
廃
止
の
届
出
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
休
廃
止
の
届
出
□ 

第
二
十
一
条 

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

休
止
□
廃
止
□
届
□
別
記
第
二
十
二
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
一
条 
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

休
止
□
廃
止
□
届
□
別
記
第
二
十
二
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 
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一 

工
程
表 

一 

工
程
表 

二 

工
事
の
出
来
形
図 

二 

工
事
の
出
来
形
図 

三 
現
況
写
真 

三 

現
況
写
真 

四 
前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

四 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

五 

休
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
特
定
防
災
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
計
画
書 

五 

休
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
特
定
防
災
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
計
画
書 

六 

廃
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
森
林
の
復
元
措
置
を
示
し
た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上

の
図
面 

六 

廃
止
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
森
林
の
復
元
措
置
を
示
し
た
縮
尺
三
千
分
の
一
以
上

の
図
面 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
再
開
の
届
出
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
再
開
の
届
出
□ 

第
二
十
二
条 

条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

再
開
届
□
別
記
第
二
十
三
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
二
条 

条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

再
開
届
□
別
記
第
二
十
三
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

工
程
表 

一 

工
程
表 

二 

現
況
写
真 

二 

現
況
写
真 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
完
了
の
届
出
□ 

□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
に
係
る
完
了
の
届
出
□ 

第
二
十
三
条 

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

完
了
届
□
別
記
第
二
十
四
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
三
条 

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為

完
了
届
□
別
記
第
二
十
四
号
様
式
□
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一 

工
程
表 

一 

工
程
表 

二 

工
事
の
完
成
後
の
現
況
写
真 

二 

工
事
の
完
成
後
の
現
況
写
真 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

三 

前
号
の
写
真
を
撮
影
し
た
位
置
を
示
し
た
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
を
明
示
し
た
縮

尺
三
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図 

四 

特
定
防
災
施
設
の
完
成
後
の
平
面
図 
四 

特
定
防
災
施
設
の
完
成
後
の
平
面
図 

五 

森
林
調
書 
五 

森
林
調
書 

□
公
表
□ 

□
公
表
□ 

第
二
十
四
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利

用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
四
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利

用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

□
公
表
す
べ
き
事
項
□ 

□
公
表
す
べ
き
事
項
□ 

第
二
十
五
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
□ 

第
二
十
五
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
□ 



1
1
/
1
3
 
 

一 

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実 

一 

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実 

二 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業 

二 

小
規
模
林
地
開
発
行
為
の
目
的
と
な
る
事
業 

三 
小
規
模
林
地
開
発
区
域
の
所
在
場
所 

三 

小
規
模
林
地
開
発
区
域
の
所
在
場
所 

四 
勧
告
し
た
日 

四 

勧
告
し
た
日 

□
身
分
を
示
す
証
明
書
□ 

□
身
分
を
示
す
証
明
書
□ 

第
二
十
六
条 
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
す
る
証
明
書
は
□
身
分
証
明
書
□
別
記
第

二
十
五
号
様
式
□
と
す
る
□ 

第
二
十
六
条 

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
す
る
証
明
書
は
□
身
分
証
明
書
□
別
記
第

二
十
五
号
様
式
□
と
す
る
□ 

□
経
由
□ 

□
経
由
□ 

第
二
十
七
条 

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
基
づ
き
知
事
に
提
出
す
る
書
類
又
は
図
面
は
□
林
地

開
発
区
域
又
は
小
規
模
林
地
開
発
区
域
□
以
下
□
林
地
開
発
区
域
等
□
と
い
う
□
□
を
所

管
区
域
と
す
る
林
業
事
務
所
□
二
以
上
の
林
業
事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
林
地
開
発

区
域
等
に
係
る
書
類
又
は
図
面
に
あ
□
て
は
□
当
該
林
地
開
発
区
域
等
の
う
ち
最
も
広
い

区
域
を
所
管
区
域
と
す
る
林
業
事
務
所
□
の
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
七
条 

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
基
づ
き
知
事
に
提
出
す
る
書
類
又
は
図
面
は
□
林
地

開
発
区
域
又
は
小
規
模
林
地
開
発
区
域
□
以
下
□
林
地
開
発
区
域
等
□
と
い
う
□
□
を
所

管
区
域
と
す
る
林
業
事
務
所
□
二
以
上
の
林
業
事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
林
地
開
発

区
域
等
に
係
る
書
類
又
は
図
面
に
あ
□
て
は
□
当
該
林
地
開
発
区
域
等
の
う
ち
最
も
広
い

区
域
を
所
管
区
域
と
す
る
林
業
事
務
所
□
の
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
三
年
規
則
一
二
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
三
年
規
則
一
二
号
□ 

□
提
出
部
数
□ 

□
提
出
部
数
□ 

第
二
十
八
条 

前
条
の
書
類
又
は
図
面
の
提
出
部
数
は
□
正
本
を
一
部
と
し
□
副
本
を
林
地

開
発
区
域
等
が
所
在
す
る
市
町
村
の
数
に
当
該
林
地
開
発
区
域
等
を
所
管
区
域
と
す
る
林

業
事
務
所
の
数
を
加
え
た
数
か
ら
一
を
差
し
引
い
た
部
数
と
す
る
□ 

第
二
十
八
条 

前
条
の
書
類
又
は
図
面
の
提
出
部
数
は
□
正
本
を
一
部
と
し
□
副
本
を
林
地

開
発
区
域
等
が
所
在
す
る
市
町
村
の
数
に
当
該
林
地
開
発
区
域
等
を
所
管
区
域
と
す
る
林

業
事
務
所
の
数
を
加
え
た
数
か
ら
一
を
差
し
引
い
た
部
数
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
林
地
開
発
区
域
の
面
積
が
十
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
で
あ
る

場
合
に
あ
□
て
は
□
副
本
の
提
出
部
数
は
□
同
項
に
定
め
る
部
数
に
一
を
加
え
た
も
の
と

す
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
林
地
開
発
区
域
の
面
積
が
十
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
で
あ
る

場
合
に
あ
□
て
は
□
副
本
の
提
出
部
数
は
□
同
項
に
定
め
る
部
数
に
一
を
加
え
た
も
の
と

す
る
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
三
年
規
則
一
二
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
三
年
規
則
一
二
号
□ 

附 

則 

附 

則 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

お
い
て
□
第
十
七
条
第
一
項
中
□
届
出
は
□
当
該
小
規
模
林
地
開
発
行
為
を
開
始
す
る
日

前
九
十
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
間
に
□
と
あ
る
の
は
□
□
届
出
は
□
と
す
る
□ 

２ 

条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

お
い
て
□
第
十
七
条
第
一
項
中
□
届
出
は
□
当
該
小
規
模
林
地
開
発
行
為
を
開
始
す
る
日

前
九
十
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
間
に
□
と
あ
る
の
は
□
□
届
出
は
□
と
す
る
□ 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た

者
が
□
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
知
事
が
指
定
し
た
書
類
又
は
図
面
を
提
出
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
□
適

用
し
な
い
□ 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
□
小
規
模
林
地
開
発
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た

者
が
□
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
知
事
が
指
定
し
た
書
類
又
は
図
面
を
提
出
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
□
適

用
し
な
い
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
規
則
第
十
二
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
規
則
第
十
二
号
□ 
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こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

別 
記 

別 

記 

第
一
号
様
式 

□
第
三
条
第
一
項
□ 

第
一
号
様
式 

□
第
三
条
第
一
項
□ 

第
二
号
様
式 

□
第
五
条
第
一
項
□ 

第
二
号
様
式 

□
第
五
条
第
一
項
□ 

第
三
号
様
式 

□
第
六
条
第
一
項
□ 

第
三
号
様
式 

□
第
六
条
第
一
項
□ 

第
四
号
様
式 

□
第
七
条
第
二
項
□ 

第
四
号
様
式 

□
第
七
条
第
二
項
□ 

第
五
号
様
式 

□
第
八
条
第
一
項
□ 

第
五
号
様
式 

□
第
八
条
第
一
項
□ 

第
六
号
様
式 

□
第
九
条
第
一
項
□ 

第
六
号
様
式 

□
第
九
条
第
一
項
□ 

第
七
号
様
式 

□
第
十
条
第
一
項
□ 

第
七
号
様
式 

□
第
十
条
第
一
項
□ 

第
八
号
様
式 

□
第
十
一
条
第
一
項
□ 

第
八
号
様
式 

□
第
十
一
条
第
一
項
□ 

第
九
号
様
式 

□
第
十
二
条
第
一
項
□ 

第
九
号
様
式 

□
第
十
二
条
第
一
項
□ 

第
十
号
様
式 

□
第
十
三
条
第
一
項
□ 

第
十
号
様
式 

□
第
十
三
条
第
一
項
□ 

第
十
一
号
様
式 

□
第
十
四
条
第
一
項
□ 

第
十
一
号
様
式 

□
第
十
四
条
第
一
項
□ 

第
十
二
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
一
項
□ 

第
十
二
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
一
項
□ 

第
十
三
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
イ
□ 

第
十
三
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
イ
□ 

第
十
四
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ロ
□ 

第
十
四
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ロ
□ 

第
十
五
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ニ
□ 

第
十
五
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ニ
□ 

第
十
六
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
レ
□ 

第
十
六
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
レ
□ 
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第
十
七
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ツ
□ 

第
十
七
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ツ
□ 

第
十
八
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
イ
□ 

第
十
八
号
様
式 

□
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
イ
□ 

第
十
九
号
様
式 

□
第
十
八
条
第
一
項
□ 

第
十
九
号
様
式 

□
第
十
八
条
第
一
項
□ 

第
二
十
号
様
式 

□
第
十
九
条
第
一
項
□ 

第
二
十
号
様
式 

□
第
十
九
条
第
一
項
□ 

第
二
十
一
号
様
式 

□
第
二
十
条
第
二
項
□ 

第
二
十
一
号
様
式 

□
第
二
十
条
第
二
項
□ 

第
二
十
二
号
様
式 

□
第
二
十
一
条
第
一
項
□ 

第
二
十
二
号
様
式 

□
第
二
十
一
条
第
一
項
□ 

第
二
十
三
号
様
式 

□
第
二
十
二
条
第
一
項
□ 

第
二
十
三
号
様
式 

□
第
二
十
二
条
第
一
項
□ 

第
二
十
四
号
様
式 

□
第
二
十
三
条
第
一
項
□ 

第
二
十
四
号
様
式 

□
第
二
十
三
条
第
一
項
□ 

第
二
十
五
号
様
式 

□
第
二
十
六
条
□ 

第
二
十
五
号
様
式 

□
第
二
十
六
条
□ 

 


